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医療的ケア児支援体制検討部会の検討状況

ﾜｰｷﾝｸﾞ/部会 第１回 第２回

開 催 日 Ｒ４．９．２２（部会） Ｒ５．１．２７（ﾜｰｷﾝｸﾞ） ／ Ｒ５．２．１５（部会）

議 事 １ 令和４年度医療的ケア児支援市町村取組状
況調査の結果について

令和４年度医療的ケア児実態調査の結果について

２ 医療的ケア児支援に係る各種調査の実施に
ついて

令和４年度医療的ケア児の支援に関する事業所等
事態調査の結果について

３ 青森県小児在宅支援センターの取組及び役
割について

令和４年度医療的ケア児支援に係る市町村取組調
査の結果（２回目）について

４ 令和４年度医療的ケア児支援関連事業の取
組について

令和４年度小児在宅支援センターの取組状況等に
ついて

５ 青森県医療的ケア児等圏域アドバイザーの配
置について

令和４年度医療的ケア児の支援に係る事業の実施
状況及び令和５年度の取組の方向性について
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＜令和４年度検討部会等の開催（検討）状況＞

≪医療的ケア児支援体制検討部会の設置≫

平成３０年８月２日、医療的ケア児の支援に係る課題や対策等を検討するため、青森県障害者自立支援協議会の専門部会として医療

的ケア児支援援体制検討部会を設置。

◆協議事項：医療的ケア児に係る支援体制に関すること

◆組 織 等：〇専門部会は、委員及び専門委員で構成する。

〇専門部会は、調査又は検討した結果を県障害者自立支援協議会に報告する。

◆委 員：県内の医療・保健・福祉・教育の各分野の関係機関等から推薦があった者 １６人

◆平成３０年８月３日：医療的ケア児に係る支援体制に関する具体的な調査又は検討するため、医療的ケア児支援体

制検討部会ワーキング会議を設置（メンバーは、関係課等の長からの推薦者 ９人）
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医療的ケア児支援体制検討部会開催事業

医療的ケア児支援に係る医療、福祉、教育等の関係機関による部
会の設置・運営する
【取組結果】年2回実施

青森県小児在宅支
援センター運営事業

（県立中央病院委託）

※詳細は２P

〇相談支援（支援機
関）
・アウトリーチ型相
談・SV

・電話相談

〇人材育成
・小児在宅支援に関す
る各職種対象研修会

・多職種連携小児在宅
サポーター勉強会

・コーディネーター
フォローアップ研修
会

〇相談支援（医療的ケ
ア児とその家族）

・アウトリーチ型相談
・電話相談

〇調査・分析
・医療的ケア児及び家
族の実態調査

・事業所受入状況調査

○情報提供
・HP等により支援者
や家族に対する情報
提供・情報発信

・県広報紙掲載（8月
号）TV放送（11月）

医療的ケア児支援地域展開促進事業

①圏域アドバイザー配置育成事業
地域に支援をつなぎ展開する圏域アドバイザーを育成し地域支援を
強化する
【取組結果】
・アドバイザー育成研修会を実施（11月）
・5名・全6圏域に圏域アドバイザーを配置（11月）
・市町村担当者合同研修会でアドバイザーを紹介
・圏域アドバイザー情報交換会の実施（計3回）
・圏域アドバイザーによる相談対応（R4.12～R5.1末現在 相談受
付件数7件）

②看護師の確保・育成事業（再掲）

③短期入所（レスパイト）開設促進事業
医療機関や介護保険施設による医療型短期入所施設（レスパイ

ト）事業所の新規開設を促進する
【取組結果】
・地域分析：6市4医療機関を対象に実施
・個別提案訪問：10ヶ所
・新規開設講習会：3会場 計20名参加
・施設職員等勉強会：3ヶ所計4回実施
・電話相談：問い合わせ件数40件（R4.12月末）

○情報提供
・HP等により支援者や家族に対する情報発信

医療的ケア児支援ネットワーク促進事業
医療的ケア児への支援に従事できる者や総合調整をする者を研修

により養成する
支援者・コーディネーター養成研修の開催（計4日間）
【取組結果】 支援者修了者数：31名

コーディネーター修了者数：27名

令和４年度青森県医療的ケア児支援関連事業取組状況
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②看護師の確保・育成事業
ナースセンターと連携のもと看護師を確保すると

ともに、在宅医ケア児看護師の研修によりスキルを
習得させるほか、訪看の新規参入促進を図る。

【取組結果】
・普及啓発研修：7月8日開催、66名参加
・初期技術研修：9月30日開催、40名参加
・フォローアップ研修：11月27日開催、12名参加
・ナースセンターキャリア支援

医ケア相談：37件（R4.12末）
就業面接：17件（R4.12末）

・医療機関訪看連携勉強会：7月4日開催、75名参加
・訪看新規参入研修会：8月27日開催、39名参加
・訪看情報交換会：10月15日開催、33名参加

④医療的ケア児保育所等受
入促進事業（こどもみらい
課）
・受入啓発フォーラムの開
催
【取組結果】10月31日開
催、37名参加
・施設長・保育士、看護師
向け研修
【取組結果】
7月6日開催、20名参加、
8月20日開催、13名参加

医療的ケア児保育支
援事業（こどもみら
い課）
保育所等において医
療的ケア児の受入が
可能となるよう体制
を整備し、医療的ケ
ア児の地域生活支援
の向上を図る
【取組結果】
R4 4市2町へ補助

金を交付予定

新規開設見込み

R5.4.1 2か所
（八戸、上十三圏域）

R5年度中 2か所
（西北五、下北圏域）

（学校教育課）
• 小児在宅支援センターと連携し
た、医療的ケア実施校への合同
訪問及び新任医療的ケア看護職
員への研修

【取組結果】参加者数12名
• 青森県版学校における医療的ケ
アガイドブック（仮）の作成
【取組結果】
医療的ケア運営協議会：3回開

催
ガイドブック作成委員会：3回

開催しR5.３に発行予定



令和4年度青森県小児在宅支援センター運営事業に係る主な実施状況

実支援人数 41人
（R4.4～R4.12末現在）
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延支援人数 93人
（R4.4～R4.12末現在）

相談支援 人材育成 調査分析

日時 内容
参加
人数

R4.5.11
青森県の周産期医療体制と医療
的ケアを必要とする新生児疾患

130名

R4.6.14
三沢市における医療的ケア児支
援の取組～市町村福祉行政の一
事例として～

107名

R4.7.13
青森県小児在宅支援センターの
ご紹介

132名

R4.9.13
人工呼吸器を必要とする医療的
ケア児の避難訓練（実際に行っ
た避難訓練を通して）

85名

R4.10.12
医療的ケア児の入院中の支援
（気管切開の意思決定支援・退
院支援）

95名

R4.11.9
医療的ケア児の実際の生活（在
宅生活の相談支援・児童発達支
援について）

84名

R5.1.11
医療的ケアと学校～不安や認識
不足を取り除くことから～

69名

小児在宅サポーター勉強会の実施

調
査
名

医療的ケア
児等事業所
受入調査

医療的ケア
児実態調査

医療的ケア児
の生活状況等
に関するアン
ケート調査

調
査
対
象

県内事業所 ・医療機関
・市町村
・特別支援
学校
・訪看

・医療的ケア
児の家族

調
査
期
間

令和4年
9~10月

令和4年
9~10月

令和5年1～3
月

調
査
方
法

・質問紙
・郵送によ
る配付
・郵送又は
FAXによる
回収

・質問紙
・郵送によ
る配付
・郵送また
はオンライ
ンによる回
収

・質問紙
・郵送による
配付
・郵送または
オンラインに
よる回収

調
査
内
容

・提供可能
な医ケアの
内容
・受入可能
人数・受入
条件

等

・性別・生
年月日・居
住市町村
名・学年
・医ケアの
内容
・利用して
いる福祉
サービス等

・性別・生年
月日・居住市
町村名・学年
・医療的ケア
児の基本情報
・家族・介護
者の生活状況
等

公
表
時
期

令和4年度内 令和4年度内 令和5年度内
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第12条 相談体制の
整備

第13条 情報の共有
の促進

第11条 日常生活に
おける支援

第19条 広報啓発

第21条 研究開発等
の推進

第
20

条

人
材
の
確
保

第６条【保育所の設置者】
・医療的ケア児の支援
・看護師又は喀痰吸引等
が可能な保育士の確保

第７条【学校の設置者】
・医療的ケア児の支援
・看護師等の配置

第9条
【地方公共団体】
保育体制の拡充
保育所支援

第10条
【地方公共団体】
教育体制の拡充
学校支援

医療的ケア児支援体制検討部会開催事業

医療的ケア児支援に係る医療、福祉、教育等の関
係機関による部会の設置・運営する

青森県小児在宅支援
センター運営事業
（県立中央病院委託）
〇相談支援（支援機
関）
・アウトリーチ型相
談・SV

・電話相談

〇人材育成
・小児在宅支援に関す
る各職種対象研修会

・多職種連携小児在宅
サポーター勉強会

・コーディネーター
フォローアップ研修
会

〇相談支援（医療的ケ
ア児とその家族）

・アウトリーチ型相談
・電話相談

〇調査・分析
・家族に対するアン
ケート調査（分析）

・事業所受入状況調査

○情報提供
・HP等により支援者
や家族に対する情報
提供・情報発信

第14条
医療的ケア児支援センター
（都道府県知事が設置でき
る）

• 関係者への支援・相
談・助言

• 関係機関との連絡調整

• 関係機関への情報提
供・研修の実施

• 家族への相談支援

医療的ケア児支援地域
展開促進事業

○圏域アドバイザー配
置連携強化事業
地域に支援をつなぎ展
開する圏域アドバイ
ザーを配置し地域支援
を強化する

○看護師の確保・育成
事業（再掲）

○短期入所（レスパイ
ト）開設促進事業
医療機関や介護保険施
設による医療型短期入
所施設（レスパイト）
事業所の新規開設を促
進する

○看護師の確保・育成
事業
ナースセンターと連携
のもと、在宅医ケア児
に関わる看護師を確保
するとともに、在宅医
ケア児看護師の普及啓
発及び手技指導等研修
によりスキルを習得さ
せる

○情報提供
・HP等により支援者や
家族に対する情報発
信

医療的ケア児支援法
（地方公共団体の支援措置）

令和５年度の支援体制

医療的ケア児支援ネットワーク促進事業
医療的ケア児への支援に従事できる者や総合調整

をする者を研修により養成する

○支援者・コーディネーター養成研修
○コーディネーター養成研修

令和５年度青森県の取組（医療的ケア児支援体制図）

第５条 地方公共団体の責務
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（学校教育課）
• 小児在宅支援セ
ンターと連携し
た、医療的ケア
実施校への合同
訪問及び医療的
ケア看護職員へ
の研修

• 青森県版学校に
おける医療的ケ
アに関するリー
フレットの作成

○医療的ケア児保育所等
受入促進事業（こども
みらい課）

・受入啓発フォーラムの
開催による、保育施設
や市町村職員への意識
醸成及び医療的ケア保
育支援事業の周知

・施設長・保育士、看護
師向け研修

医療的ケア児
保育支援事業
（こどもみら
い課）
保育所等にお
いて医療的ケ
ア児の受入が
可能となるよ
う体制を整備
し、医療的ケ
ア児の地域生
活支援の向上
を図る


